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監査請求に関する決議 

  地方自治法第９８条第２項の規定により、次のとおり監査委員に対し監査を求め、

その結果の報告を請求するものとする。 

記  

１ 監査を求める事項 

  「職場におけるハラスメント防止に向けた取扱指針」（平成２９年１月芦屋市策定） 

に基づく事務執行について 

２ 監査結果の報告期限 

  令和２年７月２８日 

３ 理由 

  令和２年６月１６日開催の芦屋市議会本会議における一般質問及びその後の関連

する新聞報道によると、昨年８月に１０人ほどの職員が連名でパワーハラスメント

の調査を市に求めているとのことである。しかし、市は、議場において「職場にお

けるハラスメント防止に向けた取扱指針」に基づいた事務執行についての具体的な

答弁をしていない。また、その後の市長訓示においては取扱指針には触れず、「事

実関係を調査し、パワハラの事実があれば厳正に対処したい」「不利益を被らない

よう約束する」と話すにとどまっている。 

  このことは、「職場におけるハラスメント防止に向けた取扱指針」に基づいて適切

な事務執行がなされているのか、そして「職場のハラスメントをしない、させない、

許さない、そして見過ごさない」が遂行されているのかと疑念が持たれるところで

もある。 

ハラスメントは身体的精神的被害も大きくし、その影響は他の業務執行において

も多大な影響を及ぼすことから迅速な対応が求められるところである。よって「取

扱指針」策定後の事務執行について、適切になされているのか監査を求めるもので

ある。 

以上、決議する。 
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